
野田市告示第１１１号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規

定により、収入金の徴収及び収納事務を次のとおり委託したので、地

方自治法第２４３条の２第２項及び野田市会計事務規則第３１条第３

項の規定により告示します。

令和７年４月１８日

野田市長 鈴 木 有

１ 指定公金事務取扱者の名称、住所

名称 公益社団法人 野田市シルバー人材センター

住所 千葉県野田市鶴奉５番地の１

２ 指定公金事務取扱者に委託する事務

放置自転車等返還管理業務に係る収入金の徴収及び収納事務

３ 公金事務取扱者の指定日及び委託日

令和７年４月１日

４ 委託期間

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで


